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【１．【１．【１．【１．    総論】総論】総論】総論】                                                                                                                    「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 環境ガイドライン（案）の内容に完全

に満足しているわけではないが、完全に
透明で独立したプロセスによって、真剣
で中身の濃い議論を行われたことを高
く評価している。 
 

「国際協力銀行の環境ガイドライン統合
に係る研究会」、「フォローアップ委員会」
や「パブリック･コンサルテーション･フォ
ーラム」の場で、学識経験者、NGO、産業
界、国会議員、関連省庁の方々から多くの
有益なご意見を頂いたことに感謝致しま
す。また、パブリックコメント募集に応じ、
貴重なご意見をお寄せ頂いた方々にも感謝
申し上げます。 

 
2 JBIC は国際的によい仕事をしている

が、スタッフ数など制約条件があり、全
ての業務で 100点は取れない。皆様の忌
憚のない意見は貴重だが、外の方が一方
的に述べることだけが、大きく取り上げ
られても問題の解決に直結しない。むし
ろ、民間企業が行っているように、JBIC
担当者が毎日の業務で感じたことを、改
善提案、軌道修正など自由にできる仕組
みがあれば、期待が持てる。JBIC の管
理体制に自由度を与えることが肝要。 

 

ご指摘のように、限られた資源を有効に
活用し、優先度の高い業務を迅速かつ効果
的に実施することが大切だと考えていま
す。同時に、外部の方々の意見を十分伺い
ながら本行としての意思決定を行うことも
必要であり、今回の新環境ガイドライン案
の策定においては、外部の方々との意見交
換は大変有益であったと考えております。 

3 z 国際的な場で、国際協力銀行が環境
ガイドラインに基づく取り組みを
積極的に情報発信すべき 

z ＪＢＩＣのガイドラインと他国の
ガイドラインが異なる場合には、他
国のガイドラインをＪＢＩＣのガ
イドラインに合わせるように他国
に働きかけるべき 

 

本行としましても、皆様のご意見を踏ま
え作成された本新環境ガイドライン案の考
え方を広めて行くため、OECD や UNEP
等国際的会議や借入国との協議の場等を通
じて積極的に本新環境ガイドライン案を説
明、情報発信を行う所存です。特に借入国
（人）側への説明については本邦輸出者か
らの要請もあり、積極的に取組みたいと考
えております。 
またOECDコモンアプローチについては
引続き協議予定であることより、本行とし
ても積極的に説明、貢献していきたいと考
えています。 
 

4 z 我が国企業の国際競争力維持に配
慮するべき 
（同旨ご意見複数） 
 

z ＯＥＣＤのコモンアプローチにお
いてはカテゴリＡにつきＥＩＡの
提出が義務付けられていないこと
から柔軟な対応が可能となるよう
にするべき 

 

環境の維持と両立した持続的な事業の達
成は重要な課題であり、我が国企業の海外
活動の金融面からの支援と環境への配慮を
両立させることは、本新環境ガイドライン
案策定にあたり本行が最も重視した点の一
つです。OECDのコモンアプローチでも、
公的輸出信用政策と環境保護政策との一貫
性が謳われており、我が国企業の対外経済
活動を政策目的の一つとする政策金融機関
として適切な環境配慮を確保するとの前提
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として適切な環境配慮を確保するとの前提
の下、商業上の秘密等への配慮等我が国企
業の競争力には十分配慮した内容になって
いると考えております。 
カテゴリＡプロジェクトについての環境
アセスメント報告書提出の義務付けについ
ては、現行の国際金融等業務および経済協
力業務とも提出を義務付けており、新環境
ガイドライン案でも必要と考えておりま
す。 
 

5 ＪＢＩＣが求める環境にかかる情報
がスムーズに入手できるよう積極的な
支援を講じるべき 
 
 
 

これまでも本行は、環境に係る情報の入
手のため、円借款につき SAFを活用して環
境の補足調査を行って参りました。新環境
ガイドライン下においても、例えば円借款
では環境アセスメント報告書の作成につき
SAFを活用して支援する等、本行として環
境配慮確認に必要な情報が入手できるよう
にしていきたいと考えております。 
 

6 環境ガイドライン導入に当たっても、
審査の迅速化に努めるべき 
 

本行による環境配慮確認においてもセク
ターやプロジェクトの性格・内容に応じて
十分に確認することが必要ですが、一方で
プロジェクトの進展を本行の事務処理の遅
れにより妨げることは避けなければなりま
せん。特に民間企業の行う事業を支援する
場合には留意が必要です。 
 本行は十分な環境配慮確認を確保しつつ
迅速化を図るため次のような工夫を考えて
おります。 
１） スクリーニングを行うことにより
環境への影響が重大である可能性の
あるプロジェクトを特定化し、こう
したプロジェクトに対してはより詳
細な環境配慮確認を行う 

２） 借入人等への質問事項をまとめた
スクリーニングフォーム、及びセク
ター毎に確認すべき項目を列挙した
チェックリストの活用 

３） 協調融資を行う他金融機関、輸出
信用機関等との情報共有、意見交換 

４） プロジェクトの性格・内容に応じ
て特定分野の外部専門家の活用 

 
7 輸出信用の部分についてはＮＥＸＩの

ガイドラインに一本化すべき 
本行は輸出金融、投資金融、輸入金融、
アンタイドローン、円借款と多様な金融メ
ニューをもって途上国等で行なわれるプロ
ジェクトを支援しています。金融種類は異
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なっても政府機関として本行がプロジェク
トに求める環境配慮は基本的には変えるべ
きではないと考えております。 
一方でNEXI環境ガイドライン、本行環境
ガイドラインともにOECDのコモンアプロ
ーチを踏まえていると言う点では共通であ
り、またその中で輸出信用機関間の情報共
有も奨励されていることより、 
１） 借入人等への質問事項をまとめた

スクリーニングフォーム、及びセ
クター毎に確認すべき項目を列挙
したチェックリストの共通化 

２） 情報共有 
３） 現地調査ミッションの同時派遣 
４） 環境レビュー結果に関する意見交

換 
等を行うことにより、輸出金融ご利用の皆
様にJBICとNEXIで環境配慮確認が重複し
ないよう工夫することを検討していきたい
と考えております。 

 
8 WCD(世界ダム委員会)は詳細な提言

を策定しており、WCD フォーラムのメ
ンバーであった JBICも関連の提言を本
ガイドラインに反映すべき。 

WCD で提言されている基本的な考え方
については共有できるものがあると考えて
おり、本新環境ガイドライン案の中にも取
り入れております。例えば、新環境ガイド
ライン案の中で、代替案の検討、社会的合
意、遵守の確保等については、事業者に求
める環境配慮の内容として第 2 部 1.、2.、
本行の遵守に関しては第１部 7.に記述して
います。 
ただし、WCDの提言で言及されている具
体的事項の中には、先進国や世銀等国際機
関でも実施が一般的でなく、特に開発途上
国では技術的、資金的に対応が困難なもの
も含まれており、WCD議長も「WCDの提
言は、ガイダンスを提供するものであり、
規制的なフレームワークではない」と説明
しております。本行としても有用な参考資
料として活用していきたいと考えていま
す。  

 
9 円借款の場合環境社会問題よりも外

交関係を優先して融資表明が行われる
ことがあってはならない。JBIC の環境
審査が確実にクリアされてから政府に
よるプレッジがなされるよう関係省庁
と調整し確保すべきである。 

本行は当該円借款プロジェクトについて
環境面のみならず他の要素も含めて審査を
行い、本行の判断について、その結果と根
拠を政府に報告し、その上で政府が最終判
断をしてプレッジを行なっております。従
って、本行自らの専門知識に基づくプロジ
ェクトの環境審査及びフィージビリティ確
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認の結果を受けずに政府によるプレッジが
なされることはありません。 

 
10 開発援助にかかわる DAC ガイドライ

ンの遵守を回避するために JBICが輸出
信用との統一ガイドラインをつくるの
は避けるべき。    

本行は輸出金融、投資金融、輸入金融、
アンタイドローン、円借款と多様な金融メ
ニューをもって途上国等で行なわれている
プロジェクトを支援しています。金融種類
は異なっても政府機関として本行がプロジ
ェクトに求める環境配慮は基本的には変え
るべきではないと考えております。 
現行の円借款に関する環境ガイドライン
は DAC の環境アセスメントに係るグッド
プラクティスの内容を十分に反映してお
り、また新環境ガイドライン案も同様と考
えております。また、新環境ガイドライン
案では 
１）環境アセスメント報告書の現地での
情報公開 

２）本行によるカテゴリ分類結果等の情
報公開 

等が含まれています。 
 

11 人権と国際的原則を確認しこれに沿
って業務を行うという研究会提言より
も曖昧。 

本行は環境配慮確認の中で社会環境につ
いても重要な要素の一つとして確認するこ
ととしており、人権についても社会環境の
一項目として確認する考えです。 
人権の概念は広く、国家全体に関するも
のから、個別プロジェクトに関するものま
で多岐にわたります。本行環境ガイドライ
ンは個別プロジェクトにおいて環境、社会
への影響を検討するためのものであり、新
環境ガイドライン案では個別のプロジェク
ト・レベルで具体的に対応ができ、本行と
しても判断基準が明確なものについて人権
の側面を確認するという考え方をとってお
ります。新環境ガイドライン案では、確認
すべき事項を明確にする必要があると考え
ており、非自発的住民移転、先住民族の権
利、女性や子ども等社会的弱者への配慮と
いうものはプロジェクト・レベルにおいて
も検討が可能であることから、これを第２
部 1.の「対象プロジェクトに求められる環
境配慮」の中に盛り込んでいます。 
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12 基本的なスタンスとしては理解でき
るが、個別のプロジェクトでの対応には
限界がある事を十分にご認識頂き、人権
や社会的関心事項が個別プロジェクト
の環境関連審査に影響を与えない様十
分ご配慮願うと共に、ガイドライン案も
その趣旨で作成願いたい。 
また、具体的にはガイドライン案 P11
の「検討する影響のスコープ」より個別
プロジェクトとの因果関係が必ずしも
明確でなく、世銀や他の ECA も環境ガ
イドラインの対象とはしていない、
Gender、子供の権利、HIV/AIDS 等の
感染症、は実務面で混乱を招く恐れがあ
るので削除願いたい。 
 
 
 

本新環境ガイドライン案は個別プロジェ
クトにおいて環境、社会への影響を検討す
るためのものであり、個別プロジェクトで
配慮を確認するのが適当と考えられる子供
の権利や HIV・AIDS、ジェンダー等を確
認することとしています。 
子供の権利については、例えば住民移転
を伴うプロジェクトの場合、移転先におい
て子供たちのために十分な学校や医療保健
施設が準備されるか等につき個別プロジェ
クトにおいて確認することになります。 
ジェンダーについては、例えば、住民移
転を伴う場合、女性の意見・考えについて
も十分尊重され,排除されない仕組みが準
備されていたか等を確認することになりま
す。 

HIV/AIDS等の感染症については、例え
ば大規模な土木工事を伴うもので、労働者
キャンプを設営するような場合、労働者に
対し感染症対策につき十分な教育がなされ
ているか等を確認することとなります。 
どこまでを検討する影響のスコープとし
て考えるかについては、プロジェクトによ
って様々であることから、一律に定めるの
は適当ではなく、個別プロジェクト毎に検
討されるのが適当と考えております。 
人権などに関する憲章等の扱いについて
は、政府機関として政府の方針の下、十分
尊重していくべきものですが、多岐にわた
り、また各国の批准状況も大きく異なるこ
とから、新環境ガイドライン案では具体的
に述べることは避け、前書きにて言及して
います。 

 
13 「先住民」という表記は、「先住民族」

という用語にあわせていただきたい。理
由は先住民族（indigenous peoples）
が国際機関等において国際法上の権利
を有する人民・民族（peoples）として認
められているから。 

 

ご指摘を踏まえ「先住民族」に統一する
ことと致します。 

14 「環境」の定義が曖昧ではないか。英
語ではenvironmentというと社会環境を
含む場合もある。タイトルは「環境ガイ
ドライン」となっているのであるから，
社会環境も入っているという使い方で
整理すべき。 
 

本新環境ガイドライン案では、環境配慮
の対象を主として汚染対策、自然環境、社
会環境の３つの概念で整理しており、社会
環境は環境配慮確認における重要な要素と
なっています。また、国際的にも「環境ガ
イドライン」と言った場合には自然環境の
みならず社会的側面も重要な要素として含
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（同様のご意見多数あり） 
このガイドラインは、環境配慮のみを
課題としているわけではないことから、
「環境社会ガイドライン」といったふう
に「社会」という言葉を加えるべきであ
る。など 

まれていると理解されており、「環境社会
ガイドライン」というよりは「環境ガイド
ライン」の方が名称としてこなれたものと
なっています。OECDコモンアプローチに
おいても、環境には「住民移転」という社
会的側面も含めて考えられております。 
一方、本新環境ガイドライン案の中で住
民移転、先住民族等社会的弱者等への配慮
確認は極めて重要としていますが、その考
えをより明確に示すためには、「環境配慮」
よりは「環境社会配慮」方が適切な用語で
はないかとの考えもあり、「環境社会」とす
る方向です。 
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【２．本行の環境配慮確認にかかる基本方針について】【２．本行の環境配慮確認にかかる基本方針について】【２．本行の環境配慮確認にかかる基本方針について】【２．本行の環境配慮確認にかかる基本方針について】                                                                    「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 JBIC による環境に配慮した融資業務

の原則と、そのために個別案件の環境レ
ビューでしっかりと確認を行うことと
を明確に整理することが必要。「本行の
環境配慮確認」ではなく「本行の環境配
慮」とすべき。 

(同旨ご意見複数あり) 
 
JBIC の貸し手責任を理念として明確

に位置づけることが必要。従って、「貸
し手としての環境配慮に対する責任を
確認するために」「開発途上地域の持続
可能な開発に寄与する上での貸し手責
任を全うする」と明記すべき。 
（同旨ご意見複数あり） 
 
 
 
アセスメントやモニタリングの主体
が基本的に「借入人」とされていること
は問題。借入人は当該プロジェクトの推
進主体であり、最大の利害関係者である
ため、こうした借入人を通じての情報提
供やモニタリングは、予めプロジェクト
の実施を前提としたものとなる。 

 
 

本行は、わが国政策金融機関として、国
際社会とりわけ開発途上地域の持続可能な
開発への努力を積極的に支援する所存であ
り、本新環境ガイドライン案に基づき融資
の対象となる全てのプロジェクトの環境配
慮確認を行うとともに、地球環境保全を含
め環境保全や改善に資するプロジェクトを
積極的に支援することとしております。 
本行の融資対象プロジェクトについて適
切な環境配慮が行われるよう、本新環境ガ
イドライン案で環境配慮確認についての手
続き、判断基準を示すとともに、各プロジ
ェクトの環境配慮に関してオーナーシップ
をもつプロジェクト実施主体者に求められ
る要件を示しております。本新環境ガイド
ライン案に基づき環境配慮確認を行い、環
境配慮確認の結果適切な環境配慮がなされ
ないと判断した場合には適切な環境配慮が
なされるよう働きかけ、適切な環境配慮が
確保されない場合には公的金融機関として
融資等を実施しないこともありえます。ま
た、融資契約締結後においてもモニタリン
グを行い、適切な環境配慮確認がなされな
い場合には、貸付実行の停止等も検討され
ることになります。このように本行は公的
金融機関としての環境配慮について十分に
責任を持って積極的に取り組んで行きたい
と考えております。 
プロジェクト実施主体者が責任を持って
持続的にそれぞれのプロジェクトを実施す
るためには、それらプロジェクトにおける
環境配慮に関してもオーナーシップをもつ
べきであることについては、国際的にもほ
ぼ共通の認識があるものと理解しており、
本行としてプロジェクト実施主体者に行っ
ていただきたい環境配慮内容、手続きを第
２部１．および２．に示しております。 
こうした考えのもと、本新環境ガイドラ
イン案では、プロジェクト実施主体者が融
資対象となるプロジェクトで行うべきこと
を環境配慮、金融機関として本行が行うべ
きことを環境配慮確認と表現しておりま
す。 

 
アセスメントやモニタリングは、それぞ
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れのプロジェクトを最も熟知しており、か
つプロジェクトに対しオーナーシップを有
するプロジェクト実施主体者が、まず行う
べきと考えております。一方で、その透明
性､客観性を確保することが重要であるこ
とから、 
１） 「当該国に環境アセスメントの手

続制度があり、当該プロジェクトが
その対象となる場合、その手続を正
式に終了し、相手国政府の承認を得
なければならない」（第 2部 2） 

２） 「環境アセスメント報告書は、地域
住民等も含め、プロジェクトが実施
されている国において公開され・・
要求される」（第 2部 2） 

３） 「モニタリング結果は、当該プロジ
ェクトに関わるステークホルダー
に公開されていることが望ましい」
（第 2部 1） 

等をプロジェクト実施主体者に求める事項
として新環境ガイドラインに明記していま
す。 
 いずれにしても、前述のとおり適切な環
境配慮確認がなされないと本行として判断
する場合には、貸付実行の停止等も検討さ
れることになります。 

 
2 「環境配慮の確認」と｢環境レビュー｣

という言葉の使い分けが混乱を招く｡適
切な説明がなければ意味が通じない。 
（同旨のご意見あり） 

本行が行う環境配慮確認は、スクリーニ
ング、環境レビュー、モニタリングの３つ
のステージに分かれております。 
ガイドラインは適切な環境配慮、適切な
環境配慮確認がなされるよう、わかりやす
く、かつ明確なものであるべきと考えてお
ります。ご指摘を踏まえ、更に明確にする
ため第 1 部 3. (2)に以下内容を追加すると
ともに、他の箇所についても両者が混同さ
れないよう修文を行う予定です。 

 
本行は、環境配慮確認のために以下を実
施します。 

(a)プロジェクトを第１部 4.(2)に示すカ
テゴリのいずれかに分類すること（以下、
「スクリーニング」）、 

(b)融資等を意思決定する際に、要件の充
足を確認するための環境配慮についてのレ
ビューを行うこと（以下、「環境レビュ
ー」）、 

(c)融資等の意思決定後のモニタリング
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及びフォローアップ(以下、フォローアップ
も含め単に「モニタリング」)) 

 

3 ステークホルダーの考え方として、
｢プロジェクトの地域｣だけではなく、
｢プロジェクトの影響を受ける地域｣の
住民や国民もステークホルダーと考え
るべき。特に、国際河川や海峡等、越境
的環境影響が予想される場合には、プロ
ジェクト所在地の近隣諸国の国民もス
テークホルダーとして定義されるべき
である。 
環境情報の提供等においては専門性
をもつ国際 NGOや専門家等もステーク
ホルダーと見なされるべき場合がある
ので、明記されているグループ以外につ
いて排除するものでないことを確認し
たい。 
（同旨ご意見あり） 

本新環境ガイドライン案ではプロジェク
トサイト内に限らず影響を受ける可能性の
ある地域の住民もステークホルダーになり
うるという考えです。ご指摘を踏まえ、趣
旨が明確になるよう、新環境ガイドライン
案第 1 部 1. に定義されるステークホルダ
ーについて、「当該プロジェクトの影響を
受ける地域住民や現地 NGO を含む」と修
正致します。 
また影響を受ける可能性のある地域は隣
国に広がる可能性もあります。本新環境ガ
イドライン案では、近隣諸国に居住してい
るという理由だけでステークホルダーから
排除される必要はないという考えであり、
プロジェクトの影響を受ける近隣諸国の国
民に対しても適切な対応が実施されるよ
う、本行としても留意してまいる所存です。
なお、環境アセスメントは、当該プロジェ
クトが位置する国における手続に基づきお
こなわれるものであり、ステークホルダー
との協議についても、かかる制度に基づき
実施されることになり、個別プロジェクト
の内容、周辺状況等を勘案しつつケースバ
ーケースで検討していくことになると考え
ております。 
こうした場合に限らず、国際 NGO や専
門家等からの情報提供は重要であると本行
も認識しており、情報公開の実施、頂いた
情報の活用に努める考えです。 
また、プロジェクトの影響を受ける地域
の住民や現地の NGO が意見を表明する適
当な場がないような場合等においては、国
際 NGO 等がこれらの人々のいわば｢代理
人｣としての機能を果たすこともあると考
えています。 
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4 日本の国際協力銀行として、日本国民
はステークホルダーであろう。従って、
日本人に対するパブリックコンサルテ
ーションは不可欠である。 

本行の業務について、日本国民がステー
クホルダーであることは論を待ちません。
新環境ガイドラインを透明性のある開かれ
たプロセスで策定するため、パブリックコ
メント募集を行い、またパブリック･コンサ
ルテーション･フォーラムを東京、大阪で本
年３月分を含め５回にわたり開催してきた
のも、このような認識に基づいたものです。 
また、個別プロジェクトの環境配慮確認
にあたり、スクリーニング時にプロジェク
トの名称、国名、場所、プロジェクトの概
要、セクター、カテゴリ分類及びその根拠
を、また融資契約後に環境レビュー結果を
ウエッブサイトで公開する等積極的に情報
公開していく所存です。新環境ガイドライ
ン案の情報公開については 1部 5.を参照く
ださい。 
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【３．環境配慮確認にかかる基本的考え方について】【３．環境配慮確認にかかる基本的考え方について】【３．環境配慮確認にかかる基本的考え方について】【３．環境配慮確認にかかる基本的考え方について】                                                                            「目次へ戻る」「目次へ戻る」「目次へ戻る」「目次へ戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 事業者による十分な実施を促すため

に、環境配慮に関して参照される国際的
基準やグッドプラクティスを示すこと
が必要。 
(同旨ご意見複数あり) 

環境配慮確認を行う必要のある全ての項
目を網羅した世界中で適用可能な国際基準
は現在はないと考えており、一般的には、
国際的基準として、国際条約、世銀の
safeguard policy、アジア開発銀行の環境ガ
イドライン、欧州復興開発銀行の環境ガイ
ドライン、OECD のコモンアプローチ、
DAC の環境アセスメントに関するグッド
プラクティス等国際機関・地域機関のもの、
わが国や米国、欧州等先進国の基準、規制
を参照することを考えております。 
参照すべき基準、グッドプラクティスは
多数ありますが、具体的に参照するものの
例としては、次のようなものが考えられま
す。 
１）汚染対策 
・ 世銀の Pollution Prevention and 

Abatement Handbook 
・ 我が国、米国の規制値 
・ マルポール条約 

２）自然環境 
・ 世界遺産条約 
・ ラムサール条約 
・ ワシントン条約 
・ IUCNのレッドリスト 

３）社会環境 
・ 世界遺産条約 
・ 世銀の非自発的住民移転に係る

OP4.12 
・ 世銀の先住民族に係る OD4.20 
・ DACの住民移転に係るガイドライ
ン等 

 
これら以外のものも含めすべてを列挙す
ることは困難であることから、新環境ガイ
ドライン案第 1 部 3.(4)では、「本行は、環
境配慮に関し、国際機関、地域機関、日本
等の先進国が定めている基準やグッドプラ
クティス等を参照する」と包括的に記述し
ています。また、今後新たな基準が国際的
に確立された場合には、これも参照して参
る所存です。 
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2 関与する現地の人々の意見が反映で
きる仕組みを確立すべき。ことに、権力
との関係の無い人々、弱い立場の人々の
実情を、多くの NGOから情報を入手す
ることで判断すること、またこれを公開
することを制度化すべき。 

本行としては、各プロジェクトで環境配
慮を考えるにあたって、女性、こども、老
人、貧困層、少数民族等社会的な弱者を含
めプロジェクトの影響を受ける可能性のあ
る人々のご意見、考えは適切に反映される
必要があると考えております。新環境ガイ
ドライン案においても、第 2部 1.では「地
域住民等のステークホルダーとの十分な協
議を経て、その結果がプロジェクト内容に
反映されていることが必要である」「女性、
こども、老人、貧困層、少数民族等社会的
な弱者については、････社会における意思
決定プロセスへのアクセスが弱いことに留
意し、適切な配慮がなされていなければな
らない」旨明記しています。 
また、本行が環境配慮確認を行うにあた
っても、NGOを含め幅広く情報収集を行う
ことが重要であると考えており、新環境ガ
イドライン案においても、第 1部 5.(1)にお
いては、「環境レビューに関し重要な情報
につき、････公開する」こと、「関係機関､
ステークホルダーからの情報提供を歓迎す
る」ことを明記しています。 
本行としては環境配慮確認にあたって入
手した情報については積極的に公開してい
きたいと考えております。 

 
3 「非自発的住民移転及び生計手段の

喪失は、あらゆる方法を検討して回避に
努めねばならない。」等と記されている
が、こうした言葉だけの確認が、本当に
プロジェクトの現場で通用するのか。
「対象者との合意の上で実効性ある対
策が講じられ」ることが本当に期待でき
るのか。 
（同旨ご意見あり） 
 
 非自発的住民移転に係る記述が国際的
な水準と比較して大きく劣っている。個
別に政策あるいはガイドラインを策定
すべき。 

本新環境ガイドラインに基づき環境配慮
確認を行うに際し、非自発的住民移転につ
いての国際的基準やグッドプラクティスと
して、世界銀行が策定した運用政策
(Operational Policy4.12)、 アジア開発銀行
が策定した政策及びハンドブック、DACが
策定したガイドライン等を参照する考えで
す。本新環境ガイドライン案では具体的説
明は少なくしておりますが、実際の環境配
慮確認においてはこれらに示された考え
を、プロジェクト内容、周囲の状況等に照
らし、必要な部分を参照することとしてお
ります。 
非自発的住民移転への具体的配慮の方法
としては、新環境ガイドライン案第 2部 1.
で対象プロジェクトに求められる事項とし
て記述している、 
１）住民移転者数が必要最小限となるよ
うに代替案の検討がプロジェクトの
計画段階で実施されていること、 

２）非自発的住民移転が不可避である場
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合には対象者とのコンサルテーショ
ンが実施されていること、 

３）移転による影響を緩和し、移転後の
生計を維持・向上するための施策が
検討されていること 

等を本行として確認することとしていま
す。 
 また、新環境ガイドライン案には明記し
ていない事項でも、例えば法的に土地の権
利を有しない移転対象住民への補償につい
ては世銀 OP4.12 の考え方を、また住民移
転計画に含まれるべき内容については世銀
OP4.12の Annex Aを参照する考えです。  
  

4 プロジェクトの実施地における政府
(国政府及び地方政府を含む)が定めてい
る環境配慮に関する法令､基準の遵守を
求めるのみならず、国際的基準､条約の
遵守についても明確にすべき。 

 
国際的な基準やグッドプラクティス
との乖離がある場合には、第 2部で規定
されている方針に基づき、環境配慮の適
正さが損なわれないための措置が取ら
れていることを確認すべき。 

本行が環境配慮確認を行うにあたって、
相手国および当該地方の政府が定めた環境
に関する法令や基準を遵守しているかを確
認し、また国際条約、世銀の safeguard 
policy、アジア開発銀行の環境ガイドライ
ン、欧州復興開発銀行の環境ガイドライン、
OECDのコモンアプローチ、DACのグッド
プラクティスやガイドライン等国際機関・
地域機関のもの、わが国や米国、欧州等先
進国の基準、規制を参照することとしてお
ります。国、地域毎に自然環境、社会･文化
的背景等は異なっており、一律の基準を全
てのプロジェクトに適用することは必ずし
も適切ではないと考えています。ただし、
例えば国際的な水準と比較して著しく基準
が緩い場合等においては、何らかの追加的
措置を求めることも検討すべきであり、新
環境ガイドライン案第 1 部 3.(4)において
は、「国際的な基準やグッドプラクティス
と比較検討し大きな乖離がある場合には、
相手国(地方政府を含む)、借入人及びプロジ
ェクト実施主体者との対話を行い、その背
景･理由等を確認する」旨記述しており、確
認の結果、「適切な環境配慮が確保されな
いと判断した場合は、適切な環境配慮がな
されるよう、借入人を通じ、プロジェクト
実施主体者に働きかける。適切な環境配慮
がなされない場合には、融資等を実施しな
いこともありうる」と第 1部 3.(5)に明記し
ています。 
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【４．環境配慮確認手続きについて】【４．環境配慮確認手続きについて】【４．環境配慮確認手続きについて】【４．環境配慮確認手続きについて】                                                                                                                                「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 モニタリングとフォローアップにあ

たって、該当プロジェクトに関わるステ
ークホルダーの参加を含め、議論の内容
を公開することが必要。 
（同旨ご意見複数あり） 

ご指摘のように、モニタリング段階にお
いてもステークホルダーの参加は重要であ
るとの考え方に基づき、新環境ガイドライ
ン案第 2部 1.では、「モニタリング結果は､
当該プロジェクトに関わるステークホルダ
ーに公開されていることが望ましい」と記
述し、プロジェクト実施主体者による対応
を促しています。 

 
2 事業者から（JBIC に）提出されたモ

ニタリングレポートおよび JBICによる
監督状況についても公開を進めるべき。 
（同旨ご意見あり） 

本行によるモニタリング状況について
も、商業上等の秘密を尊重したうえで、公
開いたします。 

3 実施段階で影響緩和策の効果を確認
しながら問題を早期に発見し適切に対
処できるよう、環境モニタリング体制の
強化が重要である。 
（同旨ご意見あり） 

本行としましても、ご指摘の通り、計画
された対策が着実に実施されているか、そ
の計画内容が十分なものであったか、想定
されていなかった外部変化により環境への
悪影響が生じないか等をフォローするため
モニタリングは重要であると考えており、
これまでも実施してきております。 
例えば円借款においては、借款資金によ
り雇用されるコンサルタントの業務内容
に、必要と判断される場合には、プロジェ
クト実施主体者による環境モニタリングの
支援、体制強化等を含めています。また、
国際金融等業務においても、プロジェクト
によっては、プロジェクト実施主体者が行
う環境モニタリングを第三者である環境コ
ンサルタントが評価するなどの対応をとっ
てきております。 
このような方針を明確にするため、新環
境ガイドライン案前書きでは、「本行は、開
発途上国における環境配慮への取組支援に
ついても積極的に取組む方針である」旨記
述しています。今後も、プロジェクト実施
主体者が行う環境モニタリング体制の強化
に係る費用を融資対象とする等の具体的な
支援を検討してまいる所存です。 
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4 世界銀行等のように、少なくともカテ
ゴリ A にあたるものについてはモニタ
リングの実施期間や現地調査によるモ
ニタリングの実施などをさらに細かく
規定する等、検討すべきである。問題が
指摘された場合に解決をはかるための
SAPI、SAPS 等のスキームを充実すべ
き。 
（同旨ご意見あり） 
 
 
モニタリング及びフォローアップを
実施する際に必要な項目を環境レビュ
ーの際に明確にし、その項目について環
境レビューを行うこと等を規定する必
要がある。 
モニタリング結果の確認について、確
実な運用を確保するため、実施期間、最
低限の確認回数、現地調査によるモニタ
リングの実施方法などを詳細に規定す
る必要がある。 

本新環境ガイドライン案では、計画され
た対策が着実に実施されているか、その計
画内容が十分なものであったか、想定され
ていなかった外部変化により環境への悪影
響が生じていないか等をフォローするため
モニタリングは重要であると考えており、
本行によるモニタリングとして、カテゴリ
ＡおよびＢについてプロジェクト実施主体
者によるモニタリング結果の確認を行うこ
ととしております。 
具体的なモニタリング項目、期間につい
ては、少なくとも貸付実行期間中は行うこ
ととするが、どのような内容とするかを一
律に事前に定めることは適当でないと考え
ており、セクターやプロジェクトの内容・
特性、周辺の状況等さまざまな要素を踏ま
え、個別に必要な項目、期間を決めること
となります。 
 例えば、モニタリングの項目としては、 
１）現地環境当局からの指摘事項 
２）大気質（硫黄酸化物、窒素酸化物、
煤塵等）、水質等汚染対策関連 

３）貴重種への工事中の配慮等自然環境
関連 

４）住民移転計画の進捗状況、生計回復
プログラムの内容等社会環境関連 

等が考えられます。こうした項目について
は新環境ガイドライン案第２部３．に「モ
ニタリングを行う項目」として例示するこ
とにより予め示す予定です。 
 また、モニタリングの頻度、項目等につ
いて借入人等と合意し、この合意に沿って
本行としてのモニタリングを実施して行き
ます。 
モニタリング結果については、借入人等
より提出されることになります。新環境ガ
イドライン案第１部 4.(4)にある通り、本行
による現地調査も必要に応じて行います。
かかる現地調査については、現在も、必要
に応じ外部専門家等に意見を求めつつ実施
しており、新環境ガイドラインの策定後も、
同様に実施していく所存です。 
環境配慮につき指摘がなされた場合の手
続きをあらかじめ定めておくことも重要と
本行は考えており、本新環境ガイドライン
案では、「環境配慮が十分ではない等の具
体的な指摘があった場合は、十分な情報公
開のもと、当該プロジェクトにかかわるス
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テークホルダーも参加する場が設けられる
ことが望ましい」（第 2部１．対象プロジェ
クトに求められる環境配慮、モニタリング
とフォローアップをご参照ください）、また
事態に改善が必要と本行が考える場合に
は、事業者に対し適切な対応を求めること
がある（第１部４.（4）モニタリングをご
参照下さい）旨規定しております。 

 
また、現在行っている SAPI、SAPS等の

ツールを活用した支援を強化し、プロジェ
クト実施主体者による問題解決努力を支援
していきたいと考えています。 
 

5 モニタリング期間について、それによ
る事業主体の費用増等を考慮し、OOF
における輸出信用や投融資金融におい
てはモニタリング期間を個々のプロジ
ェクトの実態に合わせ、環境問題発生の
懸念がないと判断される場合にはある
程度限定的にするよう対応願いたい。 

モニタリングの実施期間については、プ
ロジェクト毎の性格、想定される環境影響
の重大さ、不確実性等を考慮し個別に設定
することが適当と考えています。 
なお、セクターやプロジェクトの特性･
実態を踏まえ、客観的に問題がないと確認
された場合においては、本行によるモニタ
リングは一定期間後に簡素化または終了す
ることとしており、不必要なモニタリング
がなされることがないよう配慮しておりま
す。 
 

6 環境配慮が十分でないと指摘できる
「第三者等」及びモニタリング結果の公
表を行う｢ステークホルダー｣に関して、
一定の資格／範囲を定めて限定し、本規
定が濫用されぬよう配慮願いたい。 

情報の提供,環境配慮が適切でない等の
指摘等については、｢第三者等｣の範囲を限
定することは考えておりません。但し、不
要な負担を借入人等に強いることがないよ
う、「必要に応じて、借入人を通じプロジェ
クト実施主体者による適切な対応を促す」
旨、新環境ガイドライン案第 1部 4.(4)に明
記しています。 
ステークホルダーについては、その範囲
をアプリオリに確定することは困難です
が、当該プロジェクトによって環境面で正
負の影響を受けることが見込まれる主体が
ステークホルダーであると考えています。 

 
7 モニタリングの結果予見されていな

かった影響が生じる場合もあるので、新
環境ガイドライン案第 1部 4.(4)を｢第三
者等から、環境配慮が十分ではないなど
の具体的な指摘があった場合もしくは、
予見されていなかった影響が生じたり、
事業者や相手国政府等と地域住民等の
間で、意見の対立や紛争が生じた場合に

モニタリングの目的の一つが、当初予見
されていなかった影響の早期発見であるこ
とについてはご指摘の通りであると考えて
おり、これまでも、何らかの問題が指摘ま
たは確認された場合には、速やかに借入人
等に伝達し、適切な対応を促してきました。
新環境ガイドライン案においても、第 2部
1.で、「予測が困難であった事態の発生の
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は、本行は、その指摘を借入人に伝達す
るとともに、必要に応じて、借入人を通
じプロジェクト実施主体者による適切
な対応を促す｣と修正する。 

有無････を把握し、その結果に基づき適切
な対策をとることが望ましい」旨明記して
います。その上で、モニタリングの結果問
題が確認された場合には、「借入人を通じ
プロジェクト実施主体者による適切な対応
を促す」(新環境ガイドライン案第 1 部
4.(4))こととし、予見されていなかった影響
等にも対応することとしています。 

 
8 円借款プロジェクトにより、ポジティ

ブな環境影響を増大させるためにも、中
間評価を住民参加で実施し、JBIC が監
督できる体制が検討されるよう期待す
る。 
（同旨ご意見あり） 

ご指摘のように、モニタリングを住民が
参加して行うことは問題の早期発見、サス
テイナブルな事業効果の発現という観点か
ら、望ましいことであると本行でも認識し
ています。新環境ガイドライン案の第 1部
4.(4)においては、「プロジェクト実施主体
者が環境配慮を確実に実施しているかを確
認するために、本行は････モニタリング結
果の確認を行う」と記述しており、これに
より可能な限りポジティブな影響が発現さ
れるよう、本行として今後も留意していき
ます。円借款における中間評価への住民参
加については、その手法も含め今後の課題
と認識しており、ご指摘も踏まえ更に検討
する所存です。 
 

9 環境影響に関し、「回避、低減」｢回避、
最小化｣がどちらも用いられているが、
「回避、最小化」に用語を統一すべき。
また、｢回避、最小化、緩和、代償｣とあ
るが、｢回避､最小化、代償｣で良く、そ
のような方策の全体を指して「緩和
(mitigation)」ということである。 

「低減」は「最小化」に統一します。「緩
和」の考え方については、ご指摘の通りで
あると理解している一方で、世界銀行の運
用政策（Operational Policy 4.01）及び
OECD コモンアプローチにおいて、「回
避、最小化、緩和、あるいは代償」との記
述を使っているため、本行もこれと同様の
表現としているものです。 

 
10 １つ１つの必要項目を具体的に示す

ことは難しい。そこで、情報公開、パブ
リックコンサルテーション、関係組織と
の協議手続き等の手続き的アプローチ
を強調して明記することによって、漏れ
や抜けや形骸化を回避することが必要。 

特にカテゴリ Aについて、情報公開やパ
ブリックコンサルテーション等の手続きを
確認することは重要であると認識してお
り,新環境ガイドライン案第1部3(3)におい
て、「カテゴリ A のプロジェクトに関して
は、････当該プロジェクトに関わるステー
クホルダーの関与や情報公開等の状況につ
いても確認を行う」、「必要に応じ環境に専
門性を有する者によるプロジェクト予定サ
イトへの実査等により環境配慮の確認を行
うことがある」と明記しております。 
スクリーニングフォームや環境チェック
リストも活用し、漏れ､抜け、形骸化が生じ
ないよう、確認を行う考えです。 
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11 旧 OECFにおいて、「地域特性別環境
チェックリスト」が作成されており、こ
の内容を十分に踏まえるべきである。 

「地域特性別環境チェックリスト」は執
務参考資料として作成されたもので、既に
行内にて随時参照されており、今後も同資
料を活用していく所存です。同チェックリ
ストの内容については、新環境ガイドライ
ン案に反映されていると考えています。 

 
12 カテゴリ FI の環境レビューの記述が

簡素化されているが、具体的なレビュー
手続きが外部に明らかにされないこと
は問題がある。ガイドライン本文でなく
とも、より詳細な説明を付すべきであ
る。 
(同旨ご意見複数あり) 

カテゴリ FI は融資契約締結時点におい
ては個別の融資対象プロジェクトが未定で
あり、それらプロジェクトの環境配慮確認
を融資契約締結前には行えない形態の融資
を対象とするものです。現在の国際金融等
業務および経済協力業務のいずれのガイド
ラインにおいても設けられておらず、本ガ
イドラインで新たに設けられたカテゴリで
す。 
個別の融資プロジェクトが融資契約締結
時点で環境配慮確認を行う他の融資プロジ
ェクトと実質的に同様の環境配慮確認を行
うためには、金融仲介者等の環境配慮に係
る実施能力や個別案件の性格等を勘案して
対応する必要があることから、新環境ガイ
ドライン案第 1 部 4.(3)では、「本行は、金
融仲介者等を通じ、プロジェクトにおいて
本ガイドラインに示す適切な環境配慮が確
保されるよう確認する」旨記述しています。 
具体的には、例えば、 
１） 金融仲介者等の環境配慮確認実施

能力を確認し本行環境ガイドライ
ンによる環境配慮確認を委任す
る、 

２） 金融仲介者等の環境配慮確認実施
能力を評価した結果、十分な能力
がないと判断される場合において
は、環境配慮体制強化のためのコ
ンサルタントの雇用を義務付け
る、 

３） カテゴリ A のサブプロジェクト
については本行自らが環境配慮確
認を行う、 

等いくつかの方法が考えられます。どのよ
うな対応が適当かは一律に決めることが困
難であることより、このように一般的な考
え方を示すこととしたものです。 
また、カテゴリ FIプロジェクトについて
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も、融資契約締結時に環境レビュー結果を
ウェブサイト上で公開することを明記して
おります。 

13 z JBIC は借り入れ人以外にも積極的
に情報を求めて行くべきである。 

 
z 現地住民の意見も聞いていくべき 

z 本ガイドラインにおいては、影響を受
ける可能性のある住民の意見のほか
様々な情報を得ることを重要であると
しております。 

z プロジェクト実施主体者の環境配慮に
おいて、プロジェクト実施主体者が地
域住民等のステークホルダーと協議を
行うべきことを求めております。 

z また本行が環境配慮確認を行うにあた
って、借入人からの情報に加え、借入
人以外からの情報も非常に重要である
と認識しており、これまでも、現地調
査などを通じて、借入人以外からも情
報を入手することを心がけてまいりま
した。新環境ガイドライン案において
も、ステークホルダーからの情報提供
を歓迎する旨、規定しております。（第
１部５．ご参照）。 
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14 外部専門家の意見を聴取するにあた
り専門家委員会の設置などを行うべき 

特に影響が重大と思われるプロジェクト
や異論の多いプロジェクトについては、外
部専門家の意見を求めることは重要である
と考えております。これまでも影響が大き
いと考えられるプロジェクトについてはコ
ンサルタント等専門家の意見を積極的に活
用してきました。但し、アカウンタビリテ
ィを高めるために公開を原則とした専門家
委員会を設置することに関しては、まずは
本行の審査及び情報公開という手続きが確
保されることが重要と考えています。むし
ろ、かかる意見聴取の手続はプロジェクト
実施主体者の環境配慮の一貫として行われ
るべきであると考えており、第 2部１．対
象プロジェクトに求められる環境配慮の項
目として専門家等からなる委員会の設置を
規定しています。世銀／IFC の OP4.01に
おいても、「カテゴリ A 案件の中でも特に
リスクが高い案件、論議を呼ぶ案件、又は
環境に関する懸念が深刻で多方面に渡る案
件の場合、借入人は通常、国際的に認めら
れ、独立した環境専門家に諮問委員を依頼
し、環境アセスメントに関係する当該案件
の全側面について、助言を受けるべきであ
る。」と借入人に求める事項としています。 
いずれにせよ、適切に借入人等により実
施されるよう本行は確保していきます。 
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【５．本行の環境配慮確認にかかる情報公開について】【５．本行の環境配慮確認にかかる情報公開について】【５．本行の環境配慮確認にかかる情報公開について】【５．本行の環境配慮確認にかかる情報公開について】                                    「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 z 情報公開の内容は「原則として完全

公開されるべき」である 
z 情報公開やアカウンタビリティは
環境問題にとって不可欠。ガイドラ
インの中でも一層充実した内容に
なるべき。 
（同旨ご意見複数あり） 

 
 

プロジェクトが環境面に配慮されたうえ
で持続的に実施、運営されて行くことと、
また、プロジェクト実施主体者や本行がア
カウンタビリティを確保してゆくこと等に
おいて、情報公開が非常に重要であること
は認識しております。 
一方で、民間ビジネスにおいて、例えば
工業プラント事業においては特殊な生産プ
ロセスは重要な企業情報であるところ、商
業上等の秘密にも配慮すべき点もあり、こ
れらを認識したうえで、積極的に情報公開
を行っていく仕組みを取ってゆきたいと考
えております。 
 

2 情報公開の規定は全て OECD のコモ
ンアプローチに合わせるべき。 

OECD コモンアプローチにおいても、
「プロジェクト・スポンサーに対して環境
影響に関する情報を公表するよう奨励す
る」、また「カテゴリＡ及びＢのプロジェク
トに関する情報を、情報公開に関する国内
法の範囲内で少なくとも毎年公表する」旨
規定されております。本行としましては、
環境の維持と両立した持続的な事業の達成
と、我が国企業の対外経済活動を政策目的
の一つとする政策金融機関としてのアカウ
ンタビリティの確保において、情報公開の
重要性を認識しておりますところ、当該規
定を踏まえた上で、商業上の秘密、競争関
係等に配慮しつつ、積極的に情報公開を行
っていく所存です。 

 
3 円借款およびアンタイドローンにつ

いては、カテゴリ分類終了後「プロジェ
クトの名称、場所、実施者、事業概要、
資金規模、想定される融資の種類、想定
される主要な環境影響等カテゴリ分類
の根拠となった情報」が公開されるべ
き。民間投資については、カテゴリＡ案
件については、「名称、場所、環境影響
等」の情報公開が必要である。（同旨ご
意見複数あり） 

新環境ガイドライン案では、まずカテゴ
リ分類終了後、「プロジェクトの名称、国
名、場所、プロジェクトの概要、セクター、
カテゴリ分類とその根拠」を本行のウェブ
サイト上で公開したいと考えています（第
１部 5. (2)）。 
なお、融資の金額、融資の種類等借入人
等の商業上等の秘密に関わる情報について
は競争関係に配慮する必要があり、スクリ
ーニング時点では公表されません。 
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4 具体的な情報公開の時期および期間
を明示すべき 
 （同旨ご意見複数あり） 
 
 
 
 
 
 
 

 

具体的な情報公開の時期と期間について
は、新しいガイドライン上では、カテゴリ
分類後速やかに行い、意思決定に先立ち十
分な時間的余裕を確保することとしていま
す（第１部 5. (２)）。 
具体的には、例えば、輸出金融の場合に
は、本行の融資の対象となる輸出契約の成
約後速やかに情報公開が行われることにな
ります。この点については、他の金融種類
を含め、例えば FAQ のかたちでまとめる
ことも検討しています。 
 

5 環境アセスメント報告書だけでなく、
フィージビリティースタディー、住民移
転計画、モニタリングレポートなども公
開されるべき。 
（同旨ご意見複数あり） 
 

カテゴリAおよびBのプロジェクトにつ
いては環境アセスメントに関する報告書な
ど、環境関連文書の入手状況を本行のウェ
ブサイトで公開致します。それ以外の環境
関連の文書についても本行本店にて公開致
します。また、融資契約締結後には、本行
の環境レビュー結果をウェブサイト上で公
開致しますので、本行が環境レビューに基
づきどのような意思決定を行ったのかをご
覧頂くことができます。 

 
6 情報の公開・非公開の取扱いについて

ＪＢＩＣと情報公開請求者との見解が
異なる場合には異議申立が認められる
べき。 
 

本行の情報公開は、カテゴリ分類、環境
レビュー結果についてはウェブサイトに公
開しますが、環境関連文書は大部にわたる
ため本行本店にて公開されることになりま
す。本行の公開に対し異議のある方は、情
報公開法に基づき手続を行うことができま
す。 

 
7 z 情報管理・広報を強化すべき 

z 情報公開には迅速に対応すべき。 
 

本行としても情報公開を積極的かつ迅速
に進めるための体制整備を引き続き行って
まいりたいと考えております。 
 

8 カテゴリＡに関して環境アセスメン
ト報告書は日本国内でも公開すべき 

カテゴリＡで要求される環境アセスメン
ト報告書の入手状況はウェブサイトで明ら
かにされることになっているほか、環境ア
セスメント報告書そのものについても公開
されることになっております。 
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9 環境レビューと事前評価報告書を融
資決定前 120日前に情報公開すべき。 
 
 

環境面で重要な条件が融資条件としてつ
く可能性があることより、環境レビュー結
果や事業事前評価に基づき最終的に本行が
融資等にかかる意思決定を行なうタイミン
グは、対外的に融資をコミットする融資契
約締結時であると考えております。この観
点から、環境レビュー結果については、融
資契約締結後に公開することとしていま
す。 
なお、融資契約締結前の情報公開の期間
については、各金融種類毎に定めるのが適
当と考えております。 

 
10 プロジェクトの事前評価報告書を

OOFについても公開すべき。 
 

国際金融等業務においては、本行による
環境レビュー結果を取り纏めたものを融資
契約締結後公開することとしています。な
お、国際金融等業務においては「事業事前
評価表」は用いられておりません。 
いずれにせよ、環境配慮は適切にやって
いきます。 

 
11 商業上の秘密を理由に環境面や社会

面の影響が秘匿できないように明記す
べき。商業上の秘密については明確に定
義すべき。 

 
（同旨ご意見複数あり） 

 

商業上等の秘密については、民間企業が
本行の借入人になるという国際金融等業務
の特性に鑑み、配慮することが不可欠です。
本行としては、開示対象となる環境関連の
文書には商業上等の秘密が含まれないよう
借入人に促すこととしています。（新環境
ガイドライン案第１部 5.ご参照） 

 
12 融資契約は締結後公開されるべき（同

旨ご意見複数あり） 
環境配慮関連情報については積極的に公
開予定です。但し、融資契約は金融機関と
しての守秘義務から公開の対象とはならな
い予定です。 

 
13 日本企業は、ビジネスパートナーから

守秘義務を課されることが多いことか
ら、環境レビューのために提出される情
報であっても、守秘義務の対象となるも
のについては情報公開の対象とすべき
ではない。競争関係にある場合には特に
留意頂きたい。 

 
（同旨ご意見複数） 

 

商業上等の秘密については、民間企業が
本行の借入人になるという国際金融等業務
の特性に鑑み、配慮することが不可欠です。
新環境ガイドライン案では借入人等の商業
上等の秘密を尊重し、情報公開の原則とこ
うした秘密を両立させることとしておりま
す。特に競争関係にある場合には濫用され
る恐れもあることから、情報公開にあたっ
ては競争関係にも配慮するよう、追記する
予定です。 

 



 25 

14 公開期間は個々のプロジェクトの実
情に合わせてケースバイケースでの柔
軟な対応をすべき。またコマーシャルベ
ースの金融については、実務面で支障の
ない程度に公開期間を短縮するべき 

公開期間については、本行のプロジェク
ト毎への関わり方が多様であることから、
一律の公開時期・期間を定めることはして
いませんが、例えば輸出金融であれば輸出
契約成約後早急にカテゴリ分類等が公開さ
れることになります。この点については、
これまでの承諾案件の審査、承諾にどの程
度の期間が必要であったか、カテゴリ分類
の公開のタイミングをいつとするか等を分
析、検討したうえで、さらに詳細を検討し
FAQ のような形で示していきたいと考え
ています。 

 
15 今後 10 年間に計画されている全ての

プロジェクトのリストを公開すべきで
ある。 

本行では、10年先のプロジェクトについ
ては具体的融資の相談を受けておりませ
ん。 
本行としては、スクリーニングが終了し
たプロジェクトについてできるだけ早いタ
イミングでカテゴリ分類等を公開すること
としています。 

 
16 影響を受ける地域住民はウェブサイ

トにはアクセスできない場合が殆どで
あり、かかる場合への対応が規定される
べき。 

本行が想定している情報公開の仕組みは
ウェブサイトを通じたものばかりではあり
ません。新環境ガイドライン案第２部 1. で
は、現地においてステークホルダーとの協
議が行われていることを対象プロジェクト
に求められる環境配慮の原則としており、
住民に対して十分な情報公開がなされるよ
う求めています。 

 
17 円借款におけるプロジェクト終了時

の評価報告書を公開することを義務づ
けること。 

円借款においてはプロジェクト終了後に
行われる評価の報告書（事後評価報告書）
は現在も全て公開しております。同報告書
の中で、環境や社会へのインパクトについ
ても記述しています。 
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【６．意思決定、融資契約等への反映について】【６．意思決定、融資契約等への反映について】【６．意思決定、融資契約等への反映について】【６．意思決定、融資契約等への反映について】                                                「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 環境配慮につき相手国政府等の役割が

重要であるとＪＢＩＣが考える場合に、
これらの関係者が取極めを結ぶよう融
資契約について条件付けるべく融資契
約に規定するよう努力するとあること
は、融資実現に至るプロセスを長期化さ
せ、プロジェクトの進捗に大きな影響を
与え得る。 

 

プロジェクトによっては、借入人やプロ
ジェクト実施主体者に加えて、政府が、例
えば、当該プロジェクト周辺の社会インフ
ラ整備を行う等特定の役割を果たすことが
前提となっている場合があります。こうし
た場合には、貸付契約書やその他の付属文
書を通じて政府の役割が確実に実行される
よう確保する必要があります。 
これらは、あくまで当該プロジェクトに
関連した内容であり、適切な環境配慮を行
うために必要な事項と考えています。なお、
融資契約に至るプロセスをいたずらに長期
化させないよう、審査の迅速化などに一層
励んで行きたいと考えております。 
 

2 「適切な環境配慮がなされない場合に
は融資をしないこともあり得る」ではな
く、「融資をしない」と明記すべき 

本行としては、適切な環境配慮がなされ
ないと考えられる場合には融資を行いませ
ん。しかし、適切な環境配慮のため必要な
事項がなされることが相当程度確実な場合
であっても、その実施時期が将来であるこ
とにより不確実性が残る場合、その実行を
条件に融資することもあるという考え方か
ら、「融資をしないこともありうる」という
規定の仕方になっています。 
例えば、住民移転をともなうプロジェク
トで、移転住民が補償を条件に立ち退きに
賛成している場合、実際に移転がスムーズ
に行われるためには、補償等にかかる十分
な住民とのコンサルテーションや綿密な実
施計画の作成等が必要となります。この場
合、プロジェクトの承諾を行なう条件とし
て、融資契約の発効前あるいは工事開始前
に住民の合意や実施計画を本行に提出し本
行の承認を得る、というケースがあり得ま
す。 

 
3 融資契約等への反映については努力

規定であり、実質的な意味を持たない可
能性がある。 
 
（同旨ご意見複数あり） 

環境レビューの結果は、融資契約書への
反映を含め、融資等の意思決定において活
用される必要があると考えております。本
行は、新環境ガイドライン案第1部6.(2)に規
定の通り、 
１） モニタリング義務 
２） 問題発生時のステークホルダーと
の協議 

３） 相手国政府等の役割が重要な場合
の取決め 
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４） 貸付実行停止等の条件 
をプロジェクトの内容や性格に応じ、契約
書やその他文書に盛りこむよう最大限努力
することとしており、必要とされる事項に
ついては当然本行としても契約上に反映さ
せて行く考えです。 
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【７．ガイドラインの適切な実施・遵守の確保について】【７．ガイドラインの適切な実施・遵守の確保について】【７．ガイドラインの適切な実施・遵守の確保について】【７．ガイドラインの適切な実施・遵守の確保について】                                「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 z 異議申立て機構の設置について、表

現は曖昧であるが記述されたこと
を評価する。独立性と透明性、強力
な権限を備えていることが必要。今
後、具体的な内容について透明性と
幅広い参加のもとに議論を進めて
いくように求める。 
（同旨ご意見複数あり） 

 
z 本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの実施までの猶予期間
内に各界との十分な議論をし、設置
に向けた準備に取り掛かること。ま
た、異議申立てが可能であることを
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰに明確に示すこと。 

 
z 制度の「乱用」を防止するために、
異議申立てのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ手続が可能
であり、国連人権委員会での人権侵
害の申立てにかかるｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ制度
が参考になろう。 

 
z 世界ダム委員会の勧告に沿い、ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ不遵守を調査し勧告する独立
機関を作るべき。 

 
z ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ遵守を確保するため、JBIC
として第三者の異議申立を受け付
け必要な措置をとるとするが、海外
競合企業等から作為的に乱用され
徒にプロジェクトの進捗を阻害し
かねない事態も予想される。Equal 
footing の観点からも、コモンアプ
ローチと同様の内容にして欲しい。 

（同旨ご意見複数あり） 
 

新環境ガイドライン案第 1 部 7.では、
「ガイドラインの適切な実施・遵守の確保」
として以下のように規定しています。 
「本行は、本ガイドラインに示された方
針や手続が適切に実施され、ガイドライ
ンの遵守が確保されるよう努める。本行
は、本行によるガイドライン遵守を確保
するため、本行のガイドライン不遵守に
関する異議申立を受け付け、必要な措置
をとる。」 
 
本行は、環境配慮確認を本新環境ガイド
ライン案に基づき適切に行なっていく所存
ですが、適切に行なわれていない等疑義が
寄せられた場合にはこれに対し真摯に対応
することを方針としております。この点に
関し、競合企業による濫用やプロジェクト
の遅延を懸念するご意見、独立した機関の
設置を求めるご意見など様々なご意見が寄
せられております。 
本行としては、具体的に、透明性の高い
プロセスで、適切な仕組みを考える必要が
あると考えており、本行主催で、学識経験
者、産業界や NGO の皆様、その他関心の
ある方々から、幅広く、ご意見を頂く場を
来年度早期に設ける予定で考えておりま
す。 

2 ガイドライン見直しの際には運用の
経験を踏まえて改善策が検討されるよ
う、遵守状況をモニタリングし評価する
独立の機構の設置を求める。 

ガイドラインの包括的改定に関しまして
は施行より 5 年以内に行うことになってお
りますが、この間、運用の経験とともに世
界の潮流等も勘案し、必要な改善は適宜行
っていきたいと考えております。 
新環境ガイドライン案「8. ガイドライン
の適用及び見直し」にあるように、改訂に
あたっては外部の方の意見を聞きつつ透明
性を確保して行なうこととしています。 
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【８．ガイドラインの適用及び見直しについて】【８．ガイドラインの適用及び見直しについて】【８．ガイドラインの適用及び見直しについて】【８．ガイドラインの適用及び見直しについて】                                                「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 ガイドラインの適切な実施のために

国内外の関係者への周知徹底、国際協力
銀行の組織体制の整備や研修の充実等
能力の構築を積極的にすすめ、実施まで
の猶予期間を 1年以内のできるだけ早い
次期にして欲しい。 
（同旨コメント複数あり） 
 
企業については、新ガイドラインを即適
用すべきである。 
 
 

本行ではこれまで、ホームページで新環
境ガイドライン案を和文、英文にて公表し、
パブリックコメントにかけると共に、3 月
に実施するものを含め計 5回のパブリック
コンサルテーションフォーラムを開催して
説明を行っております。また、円借款の借
入国であります各国政府へは現地事務所等
を通じて説明を行っております。 
ガイドラインの策定後も本行内の体制整
備に一層努めると共に、借入国、借入人等
に更なる周知徹底を図る予定です。 
一方で、新環境ガイドライン案では、例
えば、プロジェクト実施主体者が作成する
環境アセスメント報告書については、同報
告書は現地で公開されること、ステ－クホ
ールダーと協議がなされていることが満た
されていることが原則とされています。現
地での環境アセスメント報告書の公開等に
ついては、プロジェクトが実施される国の
制度では現時点でそのように運用されてい
ない国もあります。本行としては、これら
の国に対しては今後本行融資を希望するプ
ロジェクトが本新環境ガイドライン案を満
足するよう働きかけ、そのうえでこれに満
足するようにプロジェクトを組成してもら
う必要があります。 
以上を踏まえ、経過期間に関しては、周
知期間に加え、実際にプロジェクトを組成
し環境アセスメント報告書を準備するため
には 1 年半程度必要と考えられることか
ら、混乱なくスムーズに新環境ガイドライ
ンへの移行を図るため 1年半とする予定で
す。 
ただし、この経過期間の中で、新環境ガ
イドライン案の中で適用できるものは速や
かに実施してゆく考えです。例えば、 
１）新しいスクリーニングフォーム、チ
ェックリストの使用 

２）カテゴリ分類 
３）同結果の公開 
４）環境レビュー結果の公開 
は行内の体制が整い次第実施することを検
討しています。 
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2 新ガイドラインの施行前の周知期間
は旧ガイドラインが利用されることに
なるが、なるべく新しいガイドラインの
考え方に沿って融資業務を行うよう求
める。 
 

経過期間内でも、環境配慮確認内容を含
め、新環境ガイドラインを適用できるもの
は速やかに実施してゆく考えです。例えば、 
１）新しいスクリーニングフォーム、チ
ェックリストの使用 

２）カテゴリ分類 
３）同結果の公開 
４）環境レビュー結果の公開 
は行内の体制が整い次第（本年後半を目途）
実施することを検討しています。 
 

3 既に融資が決定している案件等に対
しても新ガイドラインを適用するのか。
既に決定している案件でもJBIC側の
EIA実施及びパブリックコンサルテーシ
ョンの実施を明確にすべき。 

新環境ガイドライン制定後速やかに、新
環境ガイドラインに従って環境配慮確認を
行う考えですが、既に融資承諾済み、ある
いは実質的な融資要請に至っている案件に
関しましては、プロジェクト実施主体者に
よる EIA作成、公聴会の開催等を含め、プ
ロジェクトにおける環境配慮の内容・手続、
環境当局による現地での承認手続等は既に
終了していることより、遡及適用すること
は困難と考えております。従って、そのよ
うなプロジェクトについては、現行の「国
際金融業務における環境配慮のためのガイ
ドライン」あるいは「円借款における環境
配慮のための JBIC ガイドライン」が適用
されることになります。 
いずれにせよ、個別具体的なケースそれ
ぞれについて十分環境配慮がなされるよう
努力していきます。 
 

4 本ガイドラインについて、「これらの
進展を勘案して今後も必要に応じ見直
されるものである」とあるが、｢必要に
応じ｣とはいつなのか。 

新環境ガイドライン案は、環境面に対す
る国際的な関心の高まり、国際金融等業務
および経済協力業務におけるこれまでの経
験も踏まえて策定されたものです。この新
環境ガイドラインについても同様に見直し
が行なわれるべきものと考えており、遅く
とも5年以内に包括的見直しを行う予定で
す。（8.において、「ガイドラインが施行さ
れて5年以内に包括的な検討を行う」旨記載
してあります） 
しかし国際的な議論の進展や、本行の経
験等により必要と判断されれば、5 年以内
であっても見直しは行う考えです。 
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5 環境アセスメント報告書等が適時に
提出されないためにプロジェクトの進
捗に影響をきたすことを避けるため、環
境アセスメント報告書作成支援を SAF
スキームまたは本体プロジェクトへの
融資スコープに入れる等の形で実施で
きないか。 

 SAFスキームの中のSAPROFや調査・設
計等に対する円借款であるエンジニアリン
グ・サービス借款の活用により、環境アセ
スメント報告書の作成を支援することがで
きると考えています。また、エンジニアリ
ング・サービス借款そのものは環境に影響
を与えるものではないため、新環境ガイド
ライン案においても従来通り環境アセスメ
ント報告書の提出が義務ではないカテゴリ
BまたはCとすることにしております。この
旨明確にするため、第１部4.(2)カテゴリB
において明記することと致します。 
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【９．第２部について】【９．第２部について】【９．第２部について】【９．第２部について】                                                                                            「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」「目次に戻る」    
NO 主なご意見 ご意見に対する考え方 
1 環境アセスメント報告書提出の必要

性及び調査検討すべき環境影響のスコ
ープに関する規定もコモンアプローチ
と同様の内容にしていただきたい。 

プロジェクトが成功裏に実施され持続的
に運営されてゆくためには、環境と開発の
両立が不可欠であることはご承知のとおり
です。また、事前に対策をしっかり行なう
ことによるコストは、それをせずに事後で
問題が発生しこれを解決するコストに比べ
小さいものであると言われています。環境
アセスメント報告書は環境影響の内容とそ
れを回避・最小化するための対策について
調査がなされている重要な書類です。この
観点から同報告書の提出の義務付けを要求
しています（環境影響の大きい可能性を持
つカテゴリＡプロジェクトに対して）。この
点については現行の本行環境ガイドライン
においても既に実施しているものであり、
新環境ガイドライン案において新たに導入
するものではありません。 
検討する環境影響のスコープについて
は、新ガイドライン案では、例えば子ども
の権利や HIV等を含めていますが、これは
全ての事業に対して求めているものではな
く、事業の性格や立地等を勘案し、必要と
考えられる場合に検討するものです。例え
ば、住民移転が発生する事業では新しい移
転地に学校があるか、大規模土木工事を伴
う事業で多数の労働者が集まる可能性があ
る場合、彼らがサービスを受けられる保健
衛生対策があるか、といったものであり、
実際に当該プロジェクトを実施するうえで
必要であり対応可能なものを想定していま
す。具体的なプロジェクトにおいてどこま
で検討する環境影響のスコープとして捉え
るかについては、当該国の環境影響評価制
度に則るとともに、必要に応じ本行が項目
を追加的に求める場合もあることから、予
め本行にも相談頂くことが本行による円滑
な環境配慮確認につながると考えます。 
 



 33 

2 現地での情報公開および地域住民等
のステークホルダーとのコンサルテー
ションが意味のある形で行われること
は何よりも重要である。EIA公開も他の
項目と同様、「要求される」ではなく「公
開されていなければならない」と明示す
べき。 
（同旨ご意見複数あり） 
 

EIAの公開については、法制度上認め
ていない国もある事から、「公開が望ま
しい」の方がよいのではないか。 
相手国の制度を無視してホスト国に主
張する事は内政干渉にもなりかねず、国
際金融等業務の中でも輸出信用、投融資
金融に支障をきたし、日本国民のために
ならないのではないか。 

環境アセスメント報告書の公開は環境と
両立した持続的な事業を達成するという観
点からも本行として重要であり、その方向
で各国政府に説明、理解を求める所存です。 
しかしながら、法律上は公開を禁止して
いないものの、現段階では運用上公開して
いない国もあります。これは単に環境影響
評価制度の問題というよりは、広く「情報
公開」という概念が社会に十分根づいてい
ないことも原因の一つと考えられます。従
って、新環境ガイドライン案では現地にお
ける環境アセスメント報告書の公開の必要
性を重要視し、これを求める観点から「要
求される」とし、その方向で各国政府と協
議して参る所存です。 
本行としては、相手国に環境アセスメン
ト報告書の公開の重要さを理解して頂き、
周知するための機会を引続き持つととも
に、本行の調査費等も活用し、当該国にお
ける環境アセスメント報告書の作成段階で
ステークホルダーとのコンサルテーション
の実施等に係る支援を引続き行っていく予
定です。 

 
3 第 2部 1.の｢検討する影響のスコープ｣

について。従来の日本のアセスの問題点
は、生物相に偏った生態系の把握にあっ
た。それを法制化に伴い、生態系という
個別要素毎の把握ではなく、生態系を
holistic に捉えることを追加規定した。
そのような日本の経験が活かされてい
ない。本来､生態系の中にフロラやファ
ウナという要素は含まれるのであり、並
列すべきものではない。両者の重要性を
指摘するのであれば、｢生態系及び生物
相｣等の表現にすべき。 

 

ご指摘を踏まえ、「生態系及び生物相」に
修正します。 

4 第 2部 2.において「地域住民等のステ
ークホルダーと協議が行われ、協議記録
等が作成されていなければならない」と
あるが、実質的に協議が行われているか
を確認するためには作成だけでは十分
ではなく、JBIC による確認が必要であ
る。 

本ガイドラインでは適切な環境配慮がな
されるためには地域住民等との対話が重要
であるとして、これを重視しております。 
ご指摘の通りであり、環境レビューを実
施するに当たっては、新環境ガイドライン
案第 1部 3.(3)において、「カテゴリ Aのプ
ロジェクトに関しては、････当該プロジェ
クトに関わるステークホルダーの関与や情
報公開等の状況についても確認を行う」と
明記しています。更に、同じく第 1部 3.(3)
では、「必要に応じ環境に専門性を有する
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者によるプロジェクト予定サイトへの実査
等により環境配慮の確認を行うことがあ
る」と明記し、ステークホルダーとの協議
状況等についても本行自ら確認することと
しています。 

 
5 第 2部 1.のモニタリングに係る記述の

うち、第 1､第 3、第 4パラグラフはいず
れも「望ましい」との記述になっている
が、モニタリングを義務付けている第 1
部の記述と整合性がとれていないので
はないか。第 2部でも義務であることを
示すべき。 

新環境ガイドライン案は、第 1部にて本
行の基本方針、手続き等を明確にし、第 2
部 1.では、それを踏まえ融資等の対象プロ
ジェクトに求められる環境配慮について記
すという構成をとっています。この内容に
は、推奨されるもの（「望ましい」）と必要
と考えられるもの（「･･なければならない」）
とがあるため、ご指摘のような表現がとら
れているものですが、セクターやプロジェ
クトの特性・実態を踏まえ、適切なモニタ
リングが実施されるよう確認してまいりま
す。 

 
6 今回のガイドライン改定に伴い、チェ

ックリストやスクリーニングフォーム
の内容についても見直しを行うべきで
はないか。 

 
（同旨ご意見あり） 

環境配慮の対象の見直し、これまでの経
験を踏まえ、チェックリスト及びスクリー
ニングフォームについても所要の見直しを
行い、改定致します。 
なお、これらについては公表する予定で
す。 

7 あいまいな部分については、ガイドラ
イン本文とは別に解説書が必要である。
研究会、パブリックコメント、パブリッ
クコンサルテーションで出された指摘
を基礎に、コメンタールを作成すること
を求める。例えば、｢原則として｣「必要
に応じ」等の意味合いを説明することが
必要。 
 
（同旨ご意見あり） 

本新環境ガイドライン案は、本行が関与
する融資等の種類、個別プロジェクトの性
格、本行が関与するタイミング等に関して
様々な相違のあるプロジェクト全てを対象
としております。透明性を確保するために
出来るだけ明確に記述することが望ましい
と考えておりますが、全てのプロジェクト
を網羅することは困難であり、また複雑す
ぎる内容となる恐れもあり、環境ガイドラ
インに盛りこむよりは、ケースバイケース
で対応することが適当な側面もあると考え
ています。他方、プロジェクト毎に整合性
がない対応を本行がとることは望ましくな
いため、例えば FAQ のような形で本行の
考え方を示すことが有効ではないかと考え
ています。FAQ は本行の知見を蓄積･活用
するものであり、運用開始後の経験も順次
蓄積していくものと考えております。 
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8 外部委員会についての設置に関して単
に外部専門家の意見を求めるとしてい
る。委員会の設立はないのか。 
 
｢専門家からなる委員会を設置しその意
見を求める｣とあるが、ここで専門家よ
り提出される意見書についても、公開対
象とすべき。JBICに呼ばれた「専門家」
が必ずしも適切な意見書を出すとは限
らず、市民やステークホルダーが確認/
モニタリングするためにも同レポート
の公開は欠かせない 

環境上大きな影響が有り、様々な意見が
出される可能性のあるプロジェクトの場合
には、プロジェクトの当事者でない第三者
による外部委員会を設置することはひとつ
の考え方であります。その場合重要なこと
は、まず、現地でステークホールダーのイ
ニシアティブのもと、この委員会が組織さ
れ運営されることであると考えます。その
うえで、本行は、問題に対処する組織が透
明でアカウンタブルであり、様々なステー
クホールダーが対話を進める意思決定プロ
セスとなっているか等について確認してゆ
くべきであると考えております。またその
際、本行が専門家を活用してその確認を行
なうこともあります。 
従って、新環境ガイドライン案では、第
２部 1. の対象プロジェクトに求められる
環境配慮の中で、プロジェクト実施主体者
が問題解決のため「必要に応じて委員会を
設置するべきである」としています。また、
本行は必要に応じて外部専門家の意見を求
めることとしています。尚、本行は、新環
境ガイドライン案「5. 本行の環境配慮確認
にかかる情報公開」にあるように、環境レ
ビュー結果を公開するところ、要求に応じ
て当該プロジェクトにおいて活用した専門
家の意見も公開することになります。 
 

 
 


